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情報交換の必要性

宅配関係では、荷物事故を意識的に
作り出されて 高額な賠償請求を受けたり、
受取人を装って荷物を騙し盗られる事案が
各地で発生しております。

こうした事案は、１社の問題に止まらず、次
から次へと同業の中で繰り返されるのが通例
です。

これは ｢トラブルは悪｣ として関係者外秘に
する企業体質にも問題があります。

A社 B社 C社

東東 路路 協協
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E-mail

サービス向上委員会
情報交換会

サービス向上委員会
検討課題

お客様対応の情報を交換する概要図

危機の予防対策
危機の予防対策

◇研修講演会（Ｈ16.2．20 金）

講師： 日本興亜損害保険㈱

警視庁（特暴対策官）

事務局（松永）

◇今後の検討課題

・情報集約と管理の方策

・事例研究会の定例化策

お客様対応の情報交換・研修の連絡会を立ち上げる目的と必要性の説明

このしくみは、会員企業で発生したﾏｲﾅｽ情報を e-mail などの方法で東路協事務局に集約し、その情報を会員間で交換し

合うことで、企業を食いものにする悪しき人からの不当要求や詐欺被害などから自社の被害を防衛する情報交換体制を整備

するものであり、定例的な連絡会を通して苦情対応の実務を研修する制度です。

株式の分野では、総会屋の圧力に屈して便宜供与しないように・・・との考えから、総会を担当する総務部（株式課）の担当者

が、定例的に集合して総会屋の動向や被害状況などの情報を交換し合う ｢特暴連｣｢特暴協｣ という組織があります。

これは、商法や暴対法に連動して警察が主催する団体活動ですが、特積み業界においても、近年多発傾向にある配達詐

欺被害や解決困難な苦情事案への対策として、東路協加盟の会員企業を組織化し、定例的な情報交換または対応の研修

を行う必要があります。 特に本年は、治安回復が東京都の重点課題に取り上げられたことから、東京に事業所を置く特積み

業界の協力体制としてもその必要性を強く感じております。

お客様対応については、平成１２年１０月、苦情処理に関する国家規格として告示された ｢苦情対応マネジメント・システム

の指針｣ において、苦情処理社内体制の確立、経営トップへの報告義務、適切な苦情対応要領などが消費者保護の立場か

ら標準化されました。

今回企画の情報交換連絡会では、そうした ＪＩＳ規格の苦情処理要領に基づいて、事件・事故などに起因する お客様対応

の情報交換、ケーススタディー方式の研修会、警察など専門官を招致したセミナーの開催などから適切なお客様対応の実務

を習得することを目指します。
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リスク環境の変化を念頭に置いたお客様対応

本格的なインターネット時代に入り、産業構造や競争原理の改革が急速に進む一方で、消費者を保

護する法体系が整備されたことで、企業を取り巻くリスク環境は複雑化、多様化、国際化、ＩＴ化の傾

向を示すなど大きく変化しています。

私たちが日常業務の中で、「大したこと無い」「何とかなる」「よくあること」と思って今まで何気なく取り

扱っていたことが、ある日、「考えられないこと」「予想しないこと」「まさかのこと」に発展して、その対処

を間違えると、社会（マスコミ）から手厳しく経営責任を追及される時代になりました。

リスク環境の変化

◇クレーム対処に納得できないと直ぐ訴訟になる。

の判断が致命傷になる。

◇インターネットを使った内部告発が多発して、

隠してある情報は必ず漏れる。

◇経営責任が社会（マスコミ）から厳しく追及される。

クレーム対処・トラブル対処の基本姿勢

◇ 管理者の素早い対応と面談は誠心誠意の証である。

◇ 法的責任よりも道義的責任のお詫びを優先する。

◇ 言い訳よりも正確な情報開示を優先する。

◇ 部下とのコミュニケーションを良好に保つ。

◇ マイナス情報は泥つきのまま上司に速報する。

◇「大したこと無い」「何とかなる」「よくあること」

危険の温度差
危険の温度差

お客さまに喜んでいただく仕事をするには、提供するサービスや製品について、お客さまの心理・気持

を知ることが必要であります。

苦情調査の結果を分析したグッドマン氏は、『…来店したお客さまの４０％は不満足を感じ、言葉に出す

不満客は不満客全体の５０％、苦情を言わない不満客の９０％は二度とその店を利用しない。良い評判

は１人から５人へ、悪い評判は1人から１０人へ口コミされて広がる…』 と述べています。

しかし 近年は、苦情を言う不満客は法廷で賠償請求の声を出し、苦情を言わない不満客はインター

ネット・ホームページ で何万人もの人に向けて 不満情報を送りつけ、マスコミは社員の責任ではなく経

営陣の責任である旨の論調で会社の不手際を批判する時代になりました。

（不満足な お客さまの リアクションが変化した）

こうした 不満・不良・不具合・不謹慎・不法行為・不透明・不注意・不完全・不利益など ｢不…｣ の付く事

態（リスク）に対する会社（社員）の対処は、今までと大きく様変わりしていることを熟知する必要がありま

す。

その上で、お客さまサービスの提供について考えないと、会社都合・自己都合の不評を買い、せっかく

の努力に対して 報われるどころか、大きなトラブル（リスク）を発展させることになりかねません。全社員

が危険の温度差をなくすことです。
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企業防衛の視点が必要な お客様対応の職場風土

リスクマネジメントとは、発生頻度と１回当りの発生で被る被害の大きさからリスクの規模を捉え、それぞれの

会社の戦略に基づいて一定の基準値を設定し、その基準値以下になるように発生頻度を制御（予防）したり、

被害軽減の処理を行うことであると言われています。

サービス品質を指標化するには、集配作業または接客サービスの場面で発生する不良（リスク）を発生率で
捉え、競合他社と差別化を図ることが出来る基準値以下に設定したマトリックス「サービスレベル表」等の形
に表し、目標管理しながらその発生頻度を制御（予防）する手法が代表例として挙げられます。

しかし、クレームや接客態度などサービス品質に関する問題、職場の雰囲気や働き甲斐など
組織風土の問題などは、ウソ報告や事実隠しに発展することが多いため、数値化したコントロー
ルに馴染みません。

特殊荷主・不良顧客の特性

① 会社の弱みを強調して追求する
② 社長との話し合いを要求する
③ 威圧的な言動を執拗に繰り返す
④ 感情被害を重点に追求する
⑤ マスコミ紙上での謝罪を求める
⑥ 言葉尻を捉えた交渉を展開する
⑦ 相槌を打たせる話術を展開する

対処の悪循環

良い訳先行の
お客様対応

ミスを認めた
対応をしない

経営幹部が生の
声を聞かない

改善よりも
叱責を優先する

危機管理の
しくみがない

担当者任せの
社内体制である

正確な事実関係
を報告しない

危険の温床
危険の温床

『リスクマネジメント､危機管理 のためのマニュアル は作れない』 と言われますが、マニュアルは作れ

なくても、危機管理できる社内体制、社内環境をつくることは出来ます。

特に、労働集約型産業としての運送業界は、人海戦術で 一個一個の荷物を、一軒一軒のお届け先に

手配りすることが仕事であり、百人百様のお客さまを相手に商売するのですから、いつ、どんな事態が

発生するか、予測できない一面を持っております。

特殊な団体構成員でなくても、一般のお客様が急変したり、インターネット上で告発するなどにより重大

なクレームに発展することもあります。

小さなミスが重大クレームに発展する背景的な問題点を記述しました。

◇悪しき人が狙う会社は、担当者任せにしたり、叱責や個人責任を追及することを優先

する会社（職場）です。

◇労働集約型の当社では、部下を締め付けたり、力で押さえつける手法を使ったり、

マニュアル化して機械的に行動させるやり方では、お客様に満足して頂ける対処は

不可能です。

◇いつ発生するか分からない危機的な事態に備えて日々の中で、敵を知り、己を知って、

不当要求などに立ち向かえる職場にすることが大切です。

◇感情的な被害の申告に対して相槌を打つことは｢サービスの分野｣で対応できますが、賠償範囲、

賠償金額、賠償方法など法律関係の話題で不用意な相槌を打つと同意の相槌と解釈されます。
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自分のお客様は誰かを知ること、大きく騒いで小さく収めることをキーワードにする

◇潜在リスクの掌握と予防策の立案

◇危機に対処する意識と知識の研修

◇◇リスク情報の交換リスク情報の交換

◇◇実例研究と予防策実例研究と予防策

◇事実確認と対処策

◇マスコミ対応策

◇再発防止策の実施

◇ｲﾒｰｼﾞ･ｱｯﾌﾟの実施

情
報
交
換
会
の
開
催

各
社
の
緊
急
対
策
会
議

◇ダメージコントロール

◇適切なマスコミ対応

◇再発防止の社内ルールの確立

◇ダメージ修復策の立案と実施

１ 日常のお客様対応

２ 解決困難な対処

３ 再発防止の対処

危険回避のプログラム
危険回避のプログラム

クレーム対処・トラブル対処の展開フロー

具体的なマネジメントの手順を図示しました。

企業防衛の取り組みを進めるためには、事前防止対応と事後処理対応の取り組み要領 （段取り・手順・

スケジュール） について理解することが大切です。 計画を絵に描いた餅にしないための要領（プログラ

ム）です。計画を着実に、一歩 一歩 目標に沿って進めるための取り組み要領 （段取り・手順） をフロー

にしました。危険回避の作戦プログラムです。

このフローは、営業店所での 取り組み要領というよりは、本社・本部などの標準的な取り組みを示してい

ます。

営業店所において 課長、係長などのリーダー、ドライバー、内勤事務担当 を対象に展開する場合は、

業務管理の コミュニケーション要領 として活用してください。

従来あまり重要視されていなかったことで 特に重要なことは、 朱記 部分であり、 またイメージアップ策

までを 対策プログラム に組み入れたことです。

自分の目の前にいる お客さま を対象にした リスク評価 から始めてください。

段取りとは、目的を決めて、その目的を達成するための仕事の進め方、方法、心構え、工夫などを含め

た意味です。目標だけ与えて、それを達成するための方法などを示さないことを 「段取りが悪い」 と言

います。
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危機管理の視点で対応する接客の実務

隠された声を聞く
隠された声を聞く

相手の言い分は否定しないで一生懸命に聞く。

感情的な問題、社内ルールに関する問題、実作業に関する
問題など、要点を整理しながら聞き取る。

相手の立場で掘り下げながら一緒に解決策を考える。

自分のやり方や会社の考え方を押し付けないで、商品案内
する気持で説明する。

個人的な取引、個人としての責任の取り方、

不当要求などには 絶対に応じない。

金銭的な解決を優先しない、解決を急がない。

法律的な側面での解決だけではなく、
道義的な解決も視野にいれるために…

問題点拾い出しのために…

会社都合の言い訳と受け取られないために…

面談は迅速に、結論はゆっくり迎えるために…

会社としての責任で対処するために…

良好な人間関係での解決を主眼において
対処するために…

営業店所で管理・処理するリスクの内、特に 多いと思われる ｢クレーム・トラブル｣など｢サービスの欠陥｣

｢人事上のトラブル｣ ｢会社の過失｣ に 記載した事態（リスク） を対象にした 対処ポイント を記述しました。

後述 ダメージコントロール用 チェックリスト を活用しながら、対処ポイント を守った 応対・面談・聞き取

り などを実践してください。

対処ポイント 通りに実践できなくても、対処する際に気持の片隅に置いて対処すれば結果は 見違える

ように違って、 今までにない 良い結末 を迎えることができます。

社内的な問題であれ、 お客さまとの問題であれ、 一言一言を注意深く聞くことで ｢隠された声を聞く｣

ことができます。

妻が『私と仕事、どっちが大切なの！』 と言った言葉に 隠された声は、

『 私 寂しいの 』 と言う声だとしたら、その声に答えた行動をとれば、

仕事に夢中になっていても 妻の 不満（リスク）は発生しません。

Ｙｅｓ ｂｕｔ で聞く習慣は、ご家族との日常会話で自然と身につきます。

（相手の言葉に対して、先ず 『そうだね』 という言葉で受けることを言います）

自分がそうした気持を持っていれば、鏡の原理でいつか相手に必ず通じます。
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イメージアップ策はどうする

マスコミの取材にどう対処する

特殊事情 （暴力団などの事情）

最終的な対処策はどうする

被害者感情（感情に現れた様子）

当面の措置はどうする

被害程度 （被害の程度・部位）

背景的な要因は何か

勤務先 （勤務先住所・社名等）

①直接原因と共に業務管理

上の背景要因を必ず見つ
けます。

②個人責任追及よりも再発

防止の改善を優先します。

直接の原因は何か

問
題
点
と
課
題

生年月日 （被害者の年齢）

装備・資材の要請 （不足のモノ）
氏名 （被害者の氏名）

装備・資材の確認 （必要なモノ）
住所 （被害者の住所・ﾏﾝｼｮﾝ名）

応援者要請の日時 （支援の要請）

①伝票、免許証、車検証、

名刺などで確認します｡

②連絡電話番号は必ず

聞き取ります。

③顔の表情、呟きの一言

を記載して被害者の正直

な気持を把握します。

被害者数 （被害を受けた人数）

被
害
確
認

現地派遣者 （誰が出向いたか）どうなった （発生した結果）

報告の日時 （報告の都度記録）どのような方法で （手段は何か）

報告先・連絡先 （相手所属・氏名）どうして （理由は何か）
①自店（自分）の恥、責任

などから報告をためらっ

てはいけません。

②行動の指示は個人を特定

して明確に行います。

③解らないことは即座に主管

支店・本社に訊ねて確認

します。

認知の日時 （いつ知ったのか）

報
告
・連
絡
・
相
談

何を （何が発生したのか）

対処の結果はどうか （今の様子）誰に （相手方の住所・氏名等）

どう対処したのか （初期対応）誰が （当事者になった社員名）

対処の相手は誰か （相手方）どこで （発生場所・担当営業所）

①個人的な責任問題を追求

してはいけません。

②矛盾点は一通り聞き終わ

ってから確認します。

対処したのは誰か （社員名）

発
生
か
ら

現
在
の
状
況
確
認

①『…らしい』 『…と思う』

などの曖昧な記載は避け
ます。

②電話着信記録・・

データ入力時間などから

出来る限り特定します。

③ウソ･ごまかしの報告は

厳禁です。

いつ （発生した年月日・時間）

事
実
関
係

Ｍｕｓｔ ＆ ｍｕｓｔ ｎｏｔ○確認○チェック項目
対処
項目

Ｍｕｓｔ ＆ ｍｕｓｔ ｎｏｔ○確認○チェック項目
対処
項目

ダメージコントロール用 チェックリスト

検 証
検 証

トラブル、 クレーム、 労災事故、 交通事故、 作業のパンク など 緊急事態が発生したときの チェック

リスト として 座右において活用してください。

現場から報告を受けるとき、 本社・本部へ報告するとき、 部下から相談を聞くとき に 座右において、

この チェックリスト に沿った聞き取りを行い、 不足の項目は ｢Must ＆ Ｍust not ｣ 欄に記載した 注

意事項を守りながら、 追加の指示を出したり、不足を補う支援・アドバイス を行ってください。 マルチ

的な検証効果を発揮します。

特に大切な項目は、朱記 した ｢事実関係｣ ｢問題点と課題｣ の欄です。 問題点と課題の欄は、習慣

になっていないと なかなか考えが浮かびません。

どうしても 自分で考えられないときは、上司に 素直に訊ねてください。 尋ねられた本社・本部の管理

者は、所長と一緒になって問題解決の糸口を探します。

｢… ＯＡ化を進めて 事務的な作業を省力化したり、 現場に 権限を委譲 するのは、日々完結させなけ

ればいけない仕事が対象であって、 管理者が 日々見て チェック する仕事は 誰にも 権限委譲 して

はいけないし、云わんや、日々 見る行為 や チェック する仕事を 省力化 することなどは論外である｣ と

言われてます。
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火災・労災の危機対応
火災・労災の危機対応

早期に把握すべき事故内容と状況
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□ケガ人を収容した病院はどこか、 家族に連絡したかを把握する
□発生するに至った事情または状況はどうだったのかを把握する
□業務管理上の問題や職場の体質を把握する
□連絡窓口担当者とその電話番号を設定(社内用と当局対応の窓口者)する

当局（消防・警察）対応で早期に準備する関係資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、社員名簿
□当日の出勤者氏名、 当日出勤者の具体的稼働状況と行動確認、組織表
□管理責任者氏名、自衛消防隊表と訓練の資料、日常の点呼点検の資料
□施設見取図、 屋内配置図、建物面積、消防器具・消防設備の保守状況
□保管中の荷物明細（伝票）取り寄せと損害荷物の選別

社内コミュニケーションとマスコミの初期対応チェック事項
□１１９番通報および社内緊急連絡網で今わかっている情報を速報したか
□原因はなにか、人的なミスではないか、その時 誰が関わっていたのか
□関係者の供述は文書化したか、職場体質と業務管理の見直しを行ったか
□原状回復の見通し、代替施設の要否、業務への影響を予測したか
□マスコミ発表する範囲と見解、社員に説明する内容と方法は決めたか

地域住民および取引先に対する初期対応チェック事項
□災害拡大に対する不安はないか
□二次災害に対する不安はないか
□類似災害に対する不安はないか
□環境汚染に対する不安はないか
□補償問題に対する不安はないか

火災・労災の発生

緊急報告
119番通報

消火活動

救急活動

対策の実施

消 防

救急活動

消防活動

□ マスコミ 対応

□ 地域住民 対応

□ 取引先 対応

消防署

警察署

改善報告書

要否の決定

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

再発防止策決定

ケーススタディーケーススタディー 火災・労災の発生

警 察

ケガ人確認

現場検証
事情聴取
原因究明

安全部に速報
（支社⇒本社）

初期活動

消火・救急

直接原因の究明

背景要因の究明

事実関係の把握

ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ策

ルール見直し

安全対策の決定

火災発生時の対応

地域社会（町会）、取扱店

取引銀行、定時集荷の荷主

１ッの建物に ５０名以上 のヒトが働いている場合は、防火管理者の選任・届出が必要にになります。

選任だけしても届け出ていなければ、適法ではありません。

選任・届出に違反すると、代表取締役に罰金刑が課せられます。

事実関係と安全宣言は、ホームページ上で、 ご迷惑をかけたことへのお詫びと御礼を兼ねて掲載する

ことも効果的です。 （掲載期間は１週間から１０日程度）

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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対策の実施

社員犯罪の危機対応
社員犯罪の危機対応

ケーススタディーケーススタディー 社員の犯罪・事件

早期に把握すべき事実関係と被害状況の把握
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□事件取扱警察署に駆けつけて状況確認と社名公表の有無を打診する
□発生者または所属グループに何らかの兆候があったのかを把握する
□当事者および事情を知る社員の事情聴取と報告書・顛末書を作成する
□マスコミ取材の有無、 第三者介入の有無、業務との関連を確認する

当局（警察）対応で早期に準備する方針と関係資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、組織図
□当事者の人事関係書類一式、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ、稼働履歴確認資料、教育履歴
□業務中の発生か、私的状況での発生か、相手方は取引先の人かを確認
□会社の責任で対処することになる法律的な問題と道義的な問題の整理
□捜査への全面協力態勢、業務に影響を与えない勤務交番の組み直し

イメージアップ策実施上のチェック事項
□被害者がいる事件では｢礼儀正しさと明るい挨拶｣をテーマに検討したか
□それは所属グループまたは所属員全員が参加して協議した内容か
□エリアのお客様に目に見えて体感して頂くことを目標に取り組めるか
□イメージアップ策の実施期間は長すぎず短すぎず１ヶ月程度か
□お客様に開示しても良い情報内容は文書にして社員全員に伝達したか

社内コミュニケーションとマスコミの初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の手順に従って、今わかっている内容を速報したか
□直接原因は何か、計画的か偶発的か、関係する社員は他にいるのか、
□業務への影響を予測したか、再発防止のモラルアップ策は決めたか
□監督官庁への報告は必要か、官庁報告の前に本社のチェックを受けたか
□マスコミ発表する範囲と見解、社員に説明する内容と方法は決めたか

□ 捜査協力とマスコミ対応

□ イメージ・アップ策

□ 社内コミュニケーション

社員が犯罪にかかわった

警察から連絡

マスコミ対応

方針の決定

当 該 社 員

処分方針の決定

総務部に速報

（支社⇒本社）

事実関係の確認

経過の確認

直接原因の究明

業務管理の問題

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

モラルアップ

方針の決定

職場の雰囲気

洗い出し

警察の捜査

全面協力

人事関係書類

提出準備

業務確認資料

提出準備

事情聴取

役職者・同僚

意識と行動

啓蒙教育

勤務中、通勤途中、公休日に社員が ケンカ・痴漢行為・麻薬使用などの刑事事件を発生させた場合

のケーススタディです。

『 ○○運輸の△△だ、』 などと社名を相手に告げて事件・事故を発生させた場合、相手はどこの会社

の社員であることを知っている場合などは、会社に民事的な責任または社会的な責任が及ぶことがあり

ます。

社員が事件を発生させた場合は、公私の判断に迷った場合も含めて、 緊急事態の速報先 に従った

第一報 を本社・本部に行います。

事実関係は、ホームページ上で、 ご迷惑をかけたことへのお詫びを兼ねて掲載することも効果的です。

（掲載期間は１週間から１０日程度）

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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お客様クレームの危機対応
お客様クレームの危機対応

早期に把握すべきクレーム内容とその状況
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□クレーム発生の事情または状況はどうだったかを把握する
□発生者または所属グループに何らかの兆候があったのかを把握する
□お客様のクレーム申立理由または感情的な言い分を充分に聴取する
□マスコミ取材の有無、第三者介入の有無、面談時の録音要否を決定する

クレーム対処の初期に準備する方針と関係資料
□法的(約款)責任と感情損害に対する道義的責任の対処限度を決める
□暴力行為・脅迫行為に発展またはその虞があるときは警察署に相談する
□伝票、現認書、荷物情報、作業配置表(図)などの関係資料を準備する
□クレーム申出のお客様に開示する情報の範囲と内容を整理する
□対処する窓口担当者を一本化する、クレーム受理の内容をNECK入力する

報告・連絡・相談の初期対応チェック事項
□クレーム発生者を叱責する前に再発防止の行動について話し合ったか
□当事者の言い分を充分掘り下げて業務管理上の問題点を見つけ出したか
□お客様の言い分と業務管理上の問題点は情報加工しないで報告したか
□当事者または所属グループの実力に応じた目標管理方式の改善策か
□再発防止プログラムは管理者の励ましと同行指導を中心に策定したか

イメージアップ策実施上のチェック事項
□感情的な問題を解決する｢いやし策｣をテーマに具体策を検討したか
□それは所属グループまたは所属員全員が参加して協議した内容か
□エリアのお客様に目に見えて体感して頂くことを目標に取り組めるか
□自己診断関係資料（データ）を活用した取り組みか
□ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ実施期間(1ヶ月程度)以後の継続も視野に入れて検討したか

お客様からのクレーム

クレーム受理

対策の実施

初期対応

□ イメージ・アップ策

□ クレーム対処の方針

□ 報告・連絡・相談

背景要因の究明

お詫びと説明

対処策の実施

事実関係の確認

直接原因の究明

イメージアップ策

感情問題の抽出

体感できるいやし

たらい回し・応対悪

社長に抗議メール

民事訴訟に発展

第三者の介入

マスコミに投書

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄＨＰで告発

ケーススタディーケーススタディー サービス品質のクレーム

サービス品質に対する対処の基本は、お客様側に軸足を置いた対応であることです。

ミスはミスとしてお詫びしながらも、ひとり一人のお客様の感情被害の回復に努力して、次もまた自社を

利用していただけるように誠実な対応をすることが大切です。

誠実とは、言葉に出した感情被害的な事態を解消することです。

金銭的な解決を優先させることは誠実な対応とは言えません。

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。

苦情処理に関する国家規格は 平成１２年１０月２０日 官報公示で ｢苦情対応マネジメントシステムの

指針｣ （ＪＩＳＺ９９２０）が発表されています。
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早期に把握すべき事態の経過と現在の状況
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係の把握と被害感情を確認する
□発生するに至った事情または状況はどうだったのかを把握する
□業務管理上の問題点や職場の体質を把握する
□社外の団体・組織または所管官庁などへの相談・通報の有無を把握する
□個人的な怨恨の有無、思想的な背景の有無、他の社員への影響の有無

被害者対処と監督官庁対応に備えて早期に準備する関係資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、組織図
□人事関係書類、給与明細、教育履歴、勤務時間実績、稼働履歴確認資料
□業務管理上の権限・役割、日常業務の指示系統、指示命令の言葉づかい
□施設見取図、 屋内配置図、当事者が作成した詳しい顛末書
□職場内の人脈または親交、職場の信頼関係、同僚間の借財関係、

社内コミュニケーションと拡大防止の初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の手順に従って、今の状況を先ず一報したか
□直接原因は何か、業務管理上の問題は何か、関わってる人物は誰か
□職場の体質や風土を見直したか、社員に説明する内容と方法は決めたか
□業務への影響を予測したか、モラルアップの職場ルールは決めたか
□監督官庁への報告の要否は確認したか、本社のチェックは受けたか

イメージアップ策実施上のチェック事項
□弱者または被害者側の言い分を中心テーマに置いた不満解消策か
□｢礼儀正しさ｣｢明るい挨拶｣｢励ましとねぎらい｣がテーマになっているか
□誰の目にも見えて体感できる一人ひとりの行動表現としての施策か
□ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ策は６ヶ月程度継続して実施することになっているか
□毎月管理店の役職者を招致した職場懇談会を開く予定になっているか

差別・セクハラ ・人権侵害

解雇権濫用 派閥争い

相談・告発

トラブル認知

対策の実施 □ イメージアップ策

□ 被害者対処の方針

□ 社内コミュニケーション

報告・連絡・相談

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

再発防止策実施

人事・雇用の危機対応
人事・雇用の危機対応

労働基準監督署
または

ハローワーク

人事部に速報
（支社⇒本社）

事実関係の確認

経過の確認

直接原因の究明

背景要因の究明

対処策の実施

ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ策

関係者の特定

対処方針の決定

職場の雰囲気
洗い出し

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

方針の決定

ケーススタディーケーススタディー 人事・雇用のトラブル

人事・雇用に関する対処の基本は、働きやすい職場環境づくりです。

Ｙｅｓ ｂｕｔ で話を聞き、困り事には一緒に考えて問題解決を図ることです。

部下の育成、自主性の啓発などは、そうした上司の姿勢で左右されます。

『甘やかしては育成できない』という考えは、非力な管理者の言い訳です。

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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早期に把握すべき事態の経過と現在の状況
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係の把握と被害感情を確認する
□発生するに至った事情または状況はどうだったのかを把握する
□人為的なミス、不正または悪戯、機能的な欠陥の有無を把握する
□機器の使用または販売を一時停止して業務管理上の問題点を究明する
□行政の立入調査、マスコミ取材の有無、第三者介入の有無を確認する

被害者対応と監督官庁対応に備えて早期に準備する関係資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数(社員区分別)、管理責任者名
□施設見取図、 屋内配置図、作業マニュアル、作業レイアウトと配置図
□クール荷物の温度管理、販売食品の賞味期限管理の実態を証明する資料
□法律上の規制基準または遵守事項、企業市民として要求される社会責任
□作業上の注意を喚起する表示物、専門業者による検査・検証の依頼

社内コミュニケーションと拡大防止の初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の手順に従って、今わかっている内容を速報したか
□直接原因は何か、業務管理上の問題は何か、関わってる人物は誰か
□消費者向け情報開示の範囲と見解、社員への説明内容と方法は決めたか
□現行の運用方法を見直したか、再発防止のモラルアップ策を決めたか
□業務への影響と対策は決めたか、マスコミの取材対応は決めたか

イメージアップ策実施上のチェック事項
□お客様に開示する情報と会社の見解は文書にして社員全員に配布したか
□それは個人情報の保護、企業市民としての倫理を主テーマにした対策か
□誰の目にも見えて体感できる一人ひとりの行動表現になっているか
□二次被害、類似被害、被害拡大の不安解消がテーマになっているか
□原状回復の費用負担と事態収拾策は一般消費者に納得して頂ける内容か

騒音・ コンピューター事故

食中毒・ＰＬ法・特許侵害

クレーム受理

行政機関の査察

対策の実施

□ イメージアップ策

□ 被害者対処の方針

□ マスコミ対応と拡大防止策

報告

連絡

相談

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

再発防止策実施

監督官庁

協会団体

総務部に速報
（支社⇒本社）

事実関係の確認

経過の確認

直接原因の究明

業務管理上の問題

使用・販売の停止

ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ策

対処方針の決定

ルール見直し

情報開示

（範囲と見解）

ケーススタディーケーススタディー 環境汚染・食中毒など

会社過失の危機対応
会社過失の危機対応

安全対策の決定

近年、環境対策の良し悪しは、企業の存亡に係わることであることを銘記して対処する必要があります。

事実関係と安全宣言は、ホームページ上で、 ご迷惑をかけたことへのお詫びと御礼を兼ねて掲載する

ことも効果的です。 （掲載期間は１週間から１０日程度）

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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社内コミュニケーションとマスコミ対応のチェック事項
□お客様に開示する情報と会社の見解は文書にして社員全員に配布したか
□それは二次被害、類似被害、被害拡大の不安解消をテーマにした内容か
□原状回復の見通し、代替施設の要否、業務への影響を予測したか
□グループ企業への情報開示と警戒態勢の連絡を行ったか
□マスコミ発表の範囲と見解は決めたか、安全対策の周知徹底は万全か

日常的な安全対策と危険予知のチェック事項
□社内緊急連絡網の掲示はしているか、日々の安全点検は誰が行うのか
□不審物対策としてホーム、事務所、施設外周は日々整理整頓しているか
□不審物混入を防止するための第三者のホーム立入禁止を徹底しているか
□委託を含む社員の全員が誰からも見やすいように名札を着装しているか
□ＮＢＣ対処要領(不審物は開封しない、避難、洗浄)を社員に示達したか

爆破予告・爆発物テロ

サリン・核・細菌などＮＢＣテロ

爆破予告
テロ災害

対策の実施 □ 日常的な安全対策と危険予知

□ 迅速な避難行動と安全確認

□ マスコミ対応と社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

マスコミ対応

方針の決定

警戒態勢
総務部に速報

（支社⇒本社）
安全の確認

110 番 通 報

避 難 行 動

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ケーススタディーケーススタディー 爆破・生物化学テロなど

企業テロの危機対応
企業テロの危機対応

避難先と避難

の指示・誘導

所在不明者と

ケガ人の確認

早期に対応する迅速な避難行動と安全確認
□１１０番通報および社内緊急連絡網で今わかっている情報を速報する
□ヒトと車両を避難させる、ＮＢＣテロでは直ちに空調機器を停止する
□避難誘導先と避難者の氏名確認、所在不明者の確認、ケガ人を確認する
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況を確認する
□連絡窓口担当者とその電話番号を設定(社内用と当局対応の窓口者)する

安全確保と当局（警察）対応に備えて早期に準備する資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、社員名簿
□当日の出勤者氏名と配置場所、所在不明者、ケガ人の氏名と収容病院名
□施設見取図、 屋内配置図、建物面積、防火設備・空調設備の見取図
□トラブルに起因する怨恨などの背景事情、来客を含む当日出入者の把握
□テロに使われた荷物の輸送ルート、混載した荷物の明細、荷扱い者氏名

連絡窓口の設定

（社内用・社外用）

警 察

現場検証

事情聴取
原因究明

会社見解の決定

マスコミ対応

原状回復作業

安全対策の決定

安全対策

総点検

安全対策

見直し

安全対策

方針の決定

テロ対策の基本は、１にも ２にも安全です。安全第一の行動をとるために、日常の整理整頓（５Ｓ）を

実行し、事態が発生したときには、整然と避難できるように日頃から手順・段取りを備えることです。

イメージアップ策は、事態発生の直後から開始します。社会の関心に答える立場として自社の責任

云々とは別に、 お客様や近隣者に対するご不便、ご迷惑、ご心配に対する心遣いとして、インター

ネットホームページ上などでの説明と安全宣言の告知が必要です。

謝罪広告的な釈明と安全宣言をホームページに掲載するときは１週間から１０日を目途にします。

お客様への被害が大きい場合には、記者会見、新聞紙上での説明が必要になります。

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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社内コミュニケーションとマスコミの初期対応チェック事項
□私的な問題が原因でも社内緊急連絡網の手順に従って本社に速報したか
□安全対策の指示事項は守秘義務と共に社員の全員に示達したか
□業務への影響を予測したか、緊急連絡網を点検して所属員に配布したか
□グループ企業への情報開示と警戒態勢の連絡を行ったか
□マスコミ発表の範囲と見解、記者会見する代表役員を人選したか

日常的な安全対策と危険予知の初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の掲示はしているか、日々の安全点検は誰が行うのか
□不審物対策としてホーム、事務所、施設外周は日々整理整頓しているか
□不審物混入を防止するための第三者のホーム立入禁止を徹底しているか
□委託を含む社員の全員が誰からも見やすいように名札を着装しているか
□脅迫電話、無言電話、ｽﾄｰｶｰ行為などは漏れなく本社に速報しているか

誘拐・人質・ｽﾄｰｶｰ・脅迫電話

身の代金要求の脅迫など

脅迫電話

予告電話

対策の実施 □ 日常的な安全対策と危険予知

□ 捜査協力と安全確認

□ マスコミ対応と社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

マスコミ対応

方針の決定

総務部に速報

（支社⇒本社）
安全対策

110 番 通 報

安 全 対 策

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

警察に全面協力

捜査員の受入れ

警 察

事情聴取

機材セット

早期に把握すべき事態の経過と現在の状況
□１１０番通報および社内緊急連絡網で今わかっている情報を速報する
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□脅迫電話受理者など事件発生を知る者は個室に集めて状況を聞き取る
□安全対策が決定するまでは事件情報を関係者外秘として厳格に管理する
□連絡窓口担当者とその電話番号を設定(社内用と当局対応の窓口者)する

人命尊重と当局（警察）対応に備えて早期に準備する資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、組織図
□ｸﾚｰﾑ記録、訴訟記録、社内ﾄﾗﾌﾞﾙﾘｽﾄ、退職社員名簿、多重債務社員ﾘｽﾄ
□捜査員受入れ用として交換機を通さない電話設備がある個室の準備
□役員の通勤および私邸の警備計画、受付の警備計画、施設の見取図
□脅迫電話受理日時とその通話の詳細、脅迫文に指紋を付けない取扱

連絡窓口の設定

（社内用･社外用）

事件対処の

安全対策

会社見解の決定

マスコミ対応

警備計画の決定
安全対策

見直し

安全対策

方針の決定

ケーススタディーケーススタディー 誘拐・人質・ｽﾄｰｶｰなど

企業脅迫の危機対応
企業脅迫の危機対応

拡大防止の

安全対策

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

クレーム・トラブル処理を担当している店所長またはスタッフが、

交渉相手に監禁されて帰ってこない、

交渉相手に連れ去られた、

相手方が要求を強要して脅迫まがいの嫌がらせをする、

などの場合にも活用するケーススタディです。

その場合は、安全対策として、

◇ 交渉当事者の自宅または通勤時の警備計画

◇ 当事者となった店所の受付を含む施設の警備計画

も同時に策定します。

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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社内コミュニケーションとマスコミの初期対応チェック事項
□私的な問題が原因でも社内緊急連絡網の手順に従って本社に一報したか
□所属員の全員参加で安全総点検をしたか、業務への影響を予測したか
□戸締り・火の始末を合い言葉にした退勤時の安全対策が含まれているか
□設備上の補修・補強と社員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの両面から安全対策を検討したか
□マスコミ発表の範囲と見解は決めたか、グループ企業にも連絡したか

日常的な安全対策と防犯態勢の初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の掲示はしているか、日々の安全点検は誰が行うのか
□建物周辺を日々整理して不審者が潜む暗がりや物陰を作っていないか
□昼間帯入金を励行して繰越金を極力少なくしているか、入金は二人組か
□夜間は窓ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞを下げているか、現金取扱が丸見えのﾚｲｱｳﾄではないか
□一人二人で残業するとき社員通用口を含めた出入口をロックしているか

強盗に襲われた

凶器所持のドロボーが侵入した

犯人侵入

事件発生

対策の実施 □ 日常的な安全対策と防犯態勢

□ 危険回避の行動と安全確認

□ マスコミ対応と社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

マスコミ対応

方針の決定

危険の回避
総務部に速報

（支社⇒本社）

110 番 通 報

危 険 回 避

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

犯人を
刺激しない

犯人人相
車両ナンバー

の記憶

早期に把握すべき事態の経過と現在の状況
□１１０番通報および社内緊急連絡網で今わかっている情報を速報する
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□ケガ人がいる場合は収容先病院名とケガの程度を確認する
□業務管理上の問題点または職場の防犯態勢を総点検して洗い出す
□犯人の足跡・指紋の採取が終わるまで現場の立入りを最小限に制限する

人命尊重と当局（警察）対応に備えて早期に準備する資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別）、施設見取図
□被害金品の確認とその明細、ケガ人の氏名と収容病院名
□金融機関に手配する預金通帳・手形・印鑑などの被害明細
□屋内・外の監視カメラで収録された被害発生時のビデオテープ
□トラブルまたはクレームの記録、退職社員名簿、不審車両（人）の目撃

安全確認後

110番通報

警察に全面協力

被害の確認

金融機関手配

警 察

現場検証

事情聴取

問題点

洗い出し

具体的安全策

決定・実施

ケーススタディーケーススタディー 強盗・凶器所持の窃盗など

凶悪事件の危機対応
凶悪事件の危機対応

安全対策
総点検

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

閉店後にドロボーが侵入した、ナイトバック投入に際して不審な人物につけられた、襲われた、などの

事態にも活用するケーススタディです。

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。
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対策の実施

会社犯罪の危機対応
会社犯罪の危機対応

ケーススタディーケーススタディー 会社の犯罪・事件

早期に把握すべき事実関係と被害状況の把握
□ﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて事実関係と被害状況の確認を行う
□事件取扱警察署に駆けつけて状況確認と社名公表の有無を打診する
□発生者または所属グループに何らかの兆候があったのかを把握する
□当事者および事情を知る社員の事情聴取と報告書・顛末書を作成する
□マスコミ取材の有無、 第三者介入の有無、業務との関連を確認する

当局（警察）対応で早期に準備する方針と関係資料
□店所の正式名称、住所、事業所長、社員数（社員区分別に）、組織図
□当事者の人事関係書類一式、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ、稼働履歴確認資料、教育履歴
□業務中か私的状況での発生か、管理責任者氏名、日々の管理実態と記録
□会社の責任で対処することになる法律的な問題と道義的な問題の整理
□捜査への全面協力態勢、業務に影響を与えない勤務交番の組み直し

イメージアップ策実施上のチェック事項
□再発防止策は｢法律遵守と相互けん制｣のコミュニケーションがテーマか
□それは所属グループまたは所属員全員が参加して協議した内容か
□エリアのお客様に目に見えて体感して頂くことを目標に取り組めるか
□傭車会社、委託、アルバイトなどパートナーを取り込んだ取り組みか
□イメージアップ策の実施期間は長すぎず短すぎず数ヶ月程度か

社内コミュニケーションとマスコミの初期対応チェック事項
□社内緊急連絡網の手順に従って、今わかっている内容を速報したか
□直接原因は何か、計画的か偶発的か、関係する社員は他にいるのか、
□業務への影響を予測したか、再発防止のモラルアップ策は決めたか
□監督官庁への報告は必要か、官庁報告の前に本社のチェックを受けたか
□マスコミ発表する範囲と見解、社員に説明する内容と方法は決めたか

□ 捜査協力とマスコミ対応

□ イメージ・アップ策

□ 社内コミュニケーション

白ナンバー営業があった

過積載・速度違反の取締まりを受けた

警察から連絡

マスコミ対応

方針の決定

当 該 社 員

処分方針の決定

安全部に速報

（支社⇒本社）

事実関係の確認

経過の確認

直接原因の究明

業務管理の問題

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

モラルアップ

方針の決定

職場の雰囲気

洗い出し

警察の捜査

全面協力

人事関係書類

提出準備

業務確認資料

提出準備

事情聴取

役職者・同僚

意識と行動

啓蒙教育

傭車会社ドライバー、委託業者が、自社の仕事をしているときに白ナンバー行為を発生させた、飲酒

運転をした、スピード違反・過積載など道路交通法違反の取締まりを受けたなど、運送事業関連法に違

反する行為の場合にも活用するケーススタディです。

特に、安全規則とその監査指導が強化された改正事業法の下では、点呼、労働時間管理、過積載、

下請法の安全阻害行為などに注意した業務管理に心がける必要があります。

事実関係と安全宣言は、ホームページ上で、 ご迷惑をかけたことへのお詫びを兼ねて掲載することも

効果的です。 （掲載期間は１週間から１０日程度）

左表は、横軸に行動の手順、縦軸に決断の内容を記述した 危機管理対処段取りのフロー です。


